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住宅リフォーム補助制度のおしらせ
平成25年度も地元経済の活性化のため、町民の皆さんが行う町内業者による住宅リフォーム
の費用の一部を補助します。

①南風原町に住民登録している方
②対象となる住宅の居住者（建築後、1年以上経過）
③町税等の滞納のない方

①対象工事費が20万円以上
②修繕・耐震補強工事・改築・設備改善工事・増築工事（建築確認を要しない場合）
③平成26年3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払ができること。

○応募について

例①　対象工事費　40万円
40万円×0.2（20％）＝8万円
助成額　8万円

例②　対象工事費　120万円
120万円×0.2（20％）＝24万円
助成額（最高限度額があるので）20万円

・屋根の葺替え、防水修繕、塗装工事
・外壁の張り替え、塗装工事
・内装の張替、塗装工事
・サッシの取替え工事
・バリアフリー設備改修等
・台所設備等の改修、取替工事等
・バス、トイレ等改修、取替工事等

・門、塀、柵などの外構工事
・庭園整備、アスファルト舗装工事
・下水道接続工事
・家電・家具、備品等の購入費
・シロアリ除去工事
・看板等設置工事

平成２５年５月１日（水）から９月３０（月）までの先着受付順とし、予算に達次第、受付を終了いたします。
（抽選は行いません）

平成25年5月1日より応募開始します！！
※詳しくはホームページ、まちづくり振興課までお問い合わせください。 ☎889-4412

○申請できる人

○応募について

○対象となる工事

南風原町に本社のある業者（町内個人事業者も含みます）

○工事を行う業者について

★対象工事の 20％
★最高限度額 20万円

○補助額 ◎補助対象工事例◎ 

×対象とならない工事例×

南風原町内にある個人住宅で以下のもの
①自己所有住宅（建築後、1年以上経過）
②借家住宅（ただし、所有者の許可が必要）
③共同住宅（ただし、所有者の許可が必要）

○対象となる住宅

※交付決定後に工事着手するものが対象となります。
※すでに着手済、完成済の工事については、
　対象外になりますので、ご了承ください。

『南風原町人・農地プラン』作成（決定）『南風原町人・農地プラン』作成（決定）
平成25年3月18日、『第6回  南風原町人･農地作成事業検
討会』が開催され、今後の地域の中心となる経営体として、
次の7名の農家が決定されました。新垣幸一（酪農）新垣修
作（酪農）仲里峯子（野菜）中村京睦（果樹）與那嶺耕太（野
菜）野原哲治（野菜）大城恭彦（野菜）。
（人・農地プランとは）

人・農地プランの内容は町ホームページを
ご覧ください。
http://www.town.haebaru.lg.jp
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南風原町民・農家に朗報！
美玉完熟堆肥に助成金が出ます。

那覇市寄宮2丁目5番45号 TEL（098）854 -2 4 4 0

税理士・中小企業診断士・行政書士

八 幡  繁 信
税理士・行政書士

浦本  智香子

争族（相続）対策！“遺産争いは百害あって一利なし”
税 務 相 談 無 料

　農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い
農業を実現するためには、基本となる人と農地の問題を一体
的に解決していく必要があります。
　このため、それぞれの集落・地域において徹底的な話し合
いを行い、集落・地域が抱える人
と農地の問題を解決するための
「未来の設計図」となります。

廃ビニール:16円/kg（9kgまで100円）

農家の皆さんへ
農業用廃ビニール等の回収を実施しますのでご協力ください。
H20年度より農薬の空容器も回収対象となりました。

南風原支店管内　平成25年5月21日（火）午前9時00分～午後2時30分
津嘉山支店管内　平成25年5月22日（水）午前9時00分～午前11時30分

JAおきなわ　南風原支店　山川集出荷場2.回収場所

3.処理費

4.農家の荷造りの仕方

1.回収日

※農家負担は処理費の1/3で、のこり2/3は
　役場・農協が補助します。

農薬空容器ビン：18円/kg（8kgまで100円）

①梱包は、６㎏程度にぐるぐる巻きし、できるだけ小さく十文字に
　束ねてください。
②塩化ビニール系は回収できません。
③ビニール類以外の廃棄物（針金、石、土砂等）を混入しないでく
　ださい。
④農薬容器は中身があると回収できませんので、必ず使い切って

5.回収できるもの
ハウス用ビニール・マルチ・寒冷紗・サンサンネット・肥料袋・防風網、
など

6.注意事項
回収日までの間は各自保管し、焼却、不法投棄は絶対にしないでくだ
さい。
処理回収を委託契約しますので、印鑑をご持参ください。

（※毎回、残ったままのものがありますので、ご確認お願いします。）

回収物を回収場所へ車両で運搬する際は｢産業廃棄物の収集運搬に係わる
表示及び書面備え付け｣の義務があります。収集、運搬時は指定用紙を車両に
貼付、備え付けてください。（用紙は役場、公民館、農協においてます。）

※硬い材質によっては回収できないものもあります。
※梱包の仕方や不純物等の状況によっては回収できない場合もあります。

南風原町農業用廃プラスチック適正処理対策協議会
事務局（産業振興課）　☎889-4163

農家負担
（1キロあたり）

※軽トラ1台約2,000円が目安
農薬空容器プラスチック:28円/kg
　　　　　　　　　        （5kgまで100円）

（火曜日の正午～午後1時00分は
  お昼休みです。）

ください。


